
９．給付管理票作成にかかる留意事項について

① 新規で作成する場合

(1) 当月分の給付管理票

  （例）平成１８年６月サービス提供分の給付管理票を７月に提出する場合。

             ７月に連合会へ提出

           

  (2) 返戻となった月遅れ分の給付管理票

（例）平成１８年６月サービス提供分の給付管理票を７月に提出したが、返戻となったため

８月に月遅れ分として提出する場合。

            ７月に連合会へ提出

           

           

返戻となり、８月上旬に返戻一覧表
が届きます。

           

              不備等を訂正し８月に月遅れ分として
再提出する場合は修正ではなく新規で

              作成する。

8 月に連合会へ提出

※ 返戻となった給付管理票を修正として再提出した場合は修正する実績がありませんので、再

度返戻となります。（返戻内容：Ｎ9 対象となる給付管理票なし）

   返戻となった給付管理票を再提出する際には、修正ではなく新規で作成して下さい。

給付管理票

新 規

不備等がなければ７月に審査・決定

となります。

給付管理票

新 規

７月に審査をし、不備等があったため
返戻となった。

給付管理票

新 規
8 月に審査をし、不備等がなければ
決定となります。

国保連合会

居宅介護支援事業所等 国保連合会

居宅介護支援事業所等

返戻一覧表

返戻一覧表で返戻になっていることを確認


